
芦屋市環境マネジメントシステム 

芦屋市 

版 策定日 改定内容 

第１版 平成２８年６月１５日 EMSを見直し、システム全体を改定。 

第２版 令和３年３月３１日 LAPSSを追記し、システム全体を改定。 

第３版 令和６年１１月３０日 目標値等の見直し。 
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１ 目的 

 芦屋市環境マネジメントシステム（以下「システム」という。）は、第５次芦屋市環境保

全率先実行計画（以下「率先計画」という。）の進捗管理を行い、温室効果ガスの削減目標

の達成を目的とします。 

２ 位置付け 

本システムは率先計画の目的・目標を達成するため、内部監査、マネジメントレビュー

を実施し、また、職員に対する環境問題全般に関する研修を行うものと定義します。 

内部監査 

各課・各施設の取組み、エネルギー使用量の実績を基に、取組状況・目

標の達成状況を監査し、環境課と協議の上、必要な場合は改善を求める。

マネジメントレビュー 

各課・各施設の取組み、エネルギー使用量の実績、内部監査の結果等を

市長に報告し、市長が見直し等に関する指示を行う。 

職員に対する環境問題全般に関する研修 

職員に対して、地球温暖化問題や循環型社会の形成等の環境問題全般に

関する研修を行い、自治体職員として必要な知識の習得を行う。

芦屋市環境マネジメントシステム 

第５次芦屋市環境保全率先実行計画 

計画に基づき、各課・各施設での取組みの実施， 

エネルギー使用量の実績把握を行う。 
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３ 環境方針 

基本理念 

地球温暖化、廃棄物問題、生物多様性の損失等、地球規模での環境問題がます

ます深刻化し、いまや人類の生存基盤である地球環境を守ることが、世界共通の

課題となっています。 

 この問題を解決するためには、社会のすべての構成員が、自己の行動を環境に

配慮したものに改め、人と自然が共生し、持続的に発展することが可能な環境適

応型社会を形成することが求められています。 

 本市では、芦屋市環境計画を策定し、市民・事業者・市の参画と協働により、

それぞれの立場を互いに尊重しながらその特性に応じた取組を進め、良好な環境

を保全・創造することを目指しています。 

 このため、本市は、一事業者として、環境マネジメントシステムを導入するこ

とにより、市の事務及び事業活動を環境に配慮した組織活動として展開し、「人

と環境のすこやかな関わりを誇れる都市・あしや」の実現に向けて取り組んでい

きます。 

基本方針 

 本市は、基本理念の実現に向けて、次の取組を推進します。 

 (1) 芦屋市環境計画及び芦屋市環境保全率先実行計画の推進に努めます。 

  特に、次の項目について重点的に取り組みます。 

  ア 省エネルギー、省資源、ごみ減量、リサイクル及びグリーン購入の推進 

  イ 公共事業における環境配慮の推進 

(２) 環境関連の法令、条例及び本市が同意した協定等を順守するとともに、

環境汚染の予防に努めます。 

 (３) 環境マネジメントシステムを運用し、システムの定期的な見直しを行い、

継続的な改善に取り組みます。 

 (４) 職員及び関係者にこの環境方針を周知し、環境保全に向けた意識の向上

に努めます。 

 (５) この環境方針を広く公表します。    

令和６年１１月２６日 

          芦屋市長 髙島 崚輔    
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４ 対象 

 本システムは、本市組織における全ての施設の事務事業活動を対象とします。 

５ 目標 

（１）令和11（2029）年度までに温室効果ガス総排出量を基準年度比24％以上削減 

（２）令和11（2029）年度までにエネルギー使用量を基準年度比10％以上削減 

（エネルギーの年間削減率１．０％）   ※基準年度：令和元年度（２０１９年度） 

６ 内部監査 

 計画の目標達成を確実にするため、課題点・問題点を洗い出し、改善に向けたサポート

を行うため、内部監査を実施します。 

（１）監査の体制 

  環境課職員により実施 

（２）監査の内容 

  率先計画の取組み状況・エネルギー使用量の実績から書類監査を行い、必要に応じ、

所属長等への聞き取りを行います。 

（３）監査結果の通知 

  監査の結果、改善が必要と判断された所属には、監査結果を通知し、改善を求めます。

改善を求められた所属は、環境課と協議の上、改善案を提出します。 

（４）監査結果の報告 

  監査結果を報告書にとりまとめ、マネジメントレビューにて市長へ報告します。 

７ マネジメントレビュー 

 市長は、システムの継続的な改善を図るため、環境情報や取組みの現状を確認し、必要

に応じて見直しを行います。 

（１）情報提供 

  市長が、マネジメントレビューを行うため次の情報を提供します。 

①目標の達成状況（芦屋市環境保全率先実行計画の推進委員会の内容に基づく） 

②内部監査の報告書 

③環境関連法規制、環境関連情報及び社会的動向 

④前回までのマネジメントレビューに対する対応結果 

⑤システム改善のための提案 

⑥その他、必要な資料 
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（２）市長による見直し 

  市長は、提供された情報からマネジメントレビューを行い、環境方針及びシステムに

ついて見直し、変更の必要性を決定します。 

（３）マネジメントレビュー結果の周知 

マネジメントレビューの結果を記録し、その内容を庁議により周知します。 

８ 職員に対する研修 

 環境問題全般に関する職員の知識の向上を図るため、次の研修を実施します。 

 種類 対象者 時期 内容 

エコリーダー・一般

職員研修 

エコリーダーを中心

とした全職員 
6月 

環境問題全般及び省エネの

取組み（特に夏に向けて） 

課内研修 全職員 6月～7月 
課内で実施する環境保全の

取組やルールの確認 

エコリーダー・一般

職員研修 

エコリーダーを中心

とした全職員 
10月 

環境問題全般及び省エネの

取組み（特に冬に向けて） 

課内研修 全職員 
10 月～11

月 

課内で実施する環境保全の

取組やルールの確認 

９  情報の共有 

 システムに関する情報については、職員に周知し、情報を共有します。情報の共有はポ

ータルの掲示板にて周知する他、マニュアル等については最新版をネットフォルダに掲載

します。また、システムのマニュアル及び運営状況については、市のホームページにより

市民に公表します。 

 エネルギー使用量などの温室効果ガス排出に関連する情報は、LAPSSを用いて、庁内で

情報共有します。 



5 

１０ スケジュール 

 システムの運用に係るスケジュールは次のとおりとする。 

予定時期 実施内容 備考 

４月 システム全体の見直し（必要に応じて実施） 

４月 エコリーダーの指名  

４月～５月 
率先計画の前年度実施状況の把握と当該年度の取

組設定 

６月 エコリーダー・一般職員研修  

６月～７月 課内研修 夏季の節電を中心

８月 率先計画の前年度実施状況の推進委員会への報告

１０月 率先計画の環境審議会への報告 

１０月 エコリーダー・一般職員研修  

１０月～１１月 課内研修 冬季の節電を中心

１１月 内部監査  

１月 マネジメントレビュー 

１１ システムの推進体制と役割

システムの推進体制と役割は次のとおりとする。

対象 役割 

市長 ・マネジメントレビューの実施 

副市長 ・市長の補佐及び市長に事故等があった際の職務代理 

市民生活部長 
・市長へのシステム運用状況の報告 

・内部監査の実施責任者 

環境課長 

・システムの運用 

・庁内への情報提供 

・その他システム運用における庶務 

各所属長 
・目標達成に向けた取組みの設定及び実施 

・課内研修の実施 

エコリーダー 
・課内研修の実施（所属長の補佐） 

・庁内パトロールの実施（本庁職場） 

職員 ・各取組みの実施 
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１２ システムに係る重要事項の決定 

システムに係る重要事項については、芦屋市環境マネジメントシステム推進会議設置要

綱に基づく芦屋市環境マネジメントシステム推進会議において審議し、決定します。 

１３ 【参考】LAPSSについて 

LAPSSは、地方公共団体実行計画の策定・運用を支援するために、環境省が提供するオ

ンラインシステムになります。地方公共団体における実行計画の策定・運用に係る事務負

担を軽減するとともに、排出量計算の精度の向上を図ります。さらに各団体のニーズに合

った情報が環境省から提供されます。これにより、実行計画のPDCAサイクルの高度化を

図ります。 

LAPSSの機能を、図 1から図 3に掲載します。 
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出典：LAPSS募集パンフレット 環境省 

図 1 LAPSSの機能（その1） 
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出典：LAPSS募集パンフレット 環境省 

図 2 LAPSSの機能（その2） 
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出典：LAPSS募集パンフレット 環境省 

図 3 LAPSSの機能（その3） 


